
2 9 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 4 5 0 0 0 0

3 4 5 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0

5 9 0 9 3 4

洲本市本町3－4－10

1 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0

3 0 0 0 0

5 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

洲本 一郎

農業

0799 -xx -xxxx

1 2 3 0 0 0 0

1 8 2 0 9 3 4

1 6 2 9 0 6 6

3 5 0 0 0 0

【記載例】収支内訳書（農業所得）

米

たまねぎ

900,000

2,000,000

200,000

田植機（乗用） 1 1,200,000 1,200,000 定額 ７年 0.143 171,600 171,600 100 171,600 342,000

トラクター 1 2,000,000 2,000,000 定額 ７年 0 .143 286,000 286,000 100 286,000 284,000

590,934

12

12

590,934 590,934

軽トラック 1 800,000 800,000 定額 ４年 0 .250 133,334 133,334 100 133,334 666,666
8

水田活用直接支払交付金 200,000

H31.1

H30.1

R5.5

事業に関する補助金、交付金などは

「雑収入」として計上してください。

（雑収入の内訳は２ページ目に記入）

取得価額が１０万円以上

の機械、設備などは「減

価償却費」に計上します

（明細は２ページ目）。

区分する科目が不明な経費が

ある場合は、空欄を利用して

記入してください。

使用可能期間が１年未満

か取得価額が１０万円未

満の農具は「農具費」に

計上します。

減価償却費の明細はこちらに記載します。耐用年数

等に基づく計算が必要ですが、難しい場合は、前年

からの増減（新たに取得した場合は、取得価額、取

得年月）が分かるようにしておいてください。

雑収入の内訳はこちら

に記入します。

農作物を自己や家族のために消費した場合

は「家事消費」として収入に計上します。

単価は、不当に低い金額でなく、販売価格

の７割程度以上であれば問題ありません。

中山間直接支払交付金 150,000

5 0 0 0 0田主費

肉用牛に係る免税所得がある方は、

「農業の収支計算書」（農業の経費を

免税牛に係る金額と、それ以外に分け

る様式）を作成ください。



具　　体　　例

雇人費 ⑧ 常雇・臨時雇人などの労賃及び賄費

小作料・

賃借料
⑨

①農地の賃借料、②農地以外の土地、建物の賃借料、賃耕料、農機具の賃借料、農業協同組

合などの共同施設利用料

減価償却費 ⑩ 建物、農機具、車両、搾乳牛などの償却費

貸倒金 ⑪ 売掛金などの貸倒損失

利子割引料 ⑫ 事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引料など

租税公課 ㋑

①税込経理方式による消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）の納付税

額、事業税、固定資産税（土地、建物、償却資産）、自動車税（取得税、重量税を含

む。）、不動産取得税などの税金、②水利費、農業協同組合費などの公課

※所得税及び復興特別所得税（以下「所得税等」といいます。）、相続税、住民税、国民健

康保険税、国民年金の保険料、国税の延滞税・加算税・過怠税、地方税の延滞金・加算金、

罰金、科料、交通反則金などは必要経費になりません。

種苗費 ㋺
種もみ、苗類、種いもなどの購入費用（自給分については、収穫した時の価額によって記入

します。）

素畜費 ㋩ 子牛、子豚、ひななどの取得費及び種付料

肥料費 ㋥ 肥料の購入費用

飼料費 ㋭ 飼料の購入費用

農具費 ㋬ 使用可能期間が１年未満か取得価額が10万円未満の農具の購入費用

農薬衛生費 ㋣ 農薬の購入費用や共同防除費

諸材料費 ㋠ ビニール、むしろ、なわ、釘、針金などの諸材料の購入費用

修繕費 ㋷ 農機具、農用自動車、建物及び施設などの修理に要した費用

動力光熱費 ㋦ 電気料、水道料、ガス代、灯油やガソリンなどの燃料費

作業用衣料費 ㋸ 作業衣、地下たびなどの購入費用

農業共済掛金 ㋾ 水稲、果樹、家畜などに係る共済掛金

荷造運賃手数料 ㋻ 出荷の際の包装費用、運賃や出荷（荷受）機関に支払う手数料

土地改良費 ㋕ 土地改良事業の費用や客土費用

雑費 ㋡ 農業経営上の費用で他の経費に当てはまらない経費

農産物以外

の棚卸高

㋧

･

㋤

毎年同程度の規模で作付けをする未収穫農産物や毎年同程度の数量を翌年へ繰り越す農産物

以外の資材については、棚卸しを省略しても差し支えありません。

販売の目的で飼育する牛、馬、豚、鶏などについては、取得価格に年末までの育成費用を加

算して記入します。

経費から差

し引く果樹

牛馬等の

育成費用

㋶ 収支内訳書２ページの「果樹・牛馬等の育成費用の計算」欄の㋶の金額を記入します。

科　　　目

農業 〇必要経費の各科目の具体例等


